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○東京農工大学卓越リーダー養成機構の運営に関する規程 

(平成 31年 4月 1日卓規程第 1号) 

(趣旨) 

第 1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第 6条第 2項及び第 3項の

規定に基づき、東京農工大学卓越リーダー養成機構(以下「機構」という。)の組織及び

運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第 2条 機構は、グローバル教育院及びグローバルイノベーション研究院並びに関係部局

の協力を得て、文部科学省「卓越大学院プログラム」の事業により実施される東京農

工大学『「超スマート社会」を新産業創出とダイバーシティにより牽引する卓越リー

ダーの養成』プログラム(以下「本プログラム」という。)を全学的な視点から運営し、

もって本学の教育研究活動の進展に資することを目的とする。 

(業務) 

第 3条 機構は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 本プログラムにおける事業計画の策定、企画及び立案に関すること。 

(2) 本プログラムにおける教育プログラムの策定及び実施に関すること。 

(3) 本プログラム推進に向けた教職員のスキルアップ支援に関すること。 

(4) 本プログラムの予算管理・執行に関すること。 

(5) 国際化及び国内外における外部組織との連携に関すること。 

(6) 学内関係部局との連絡調整に関すること。 

(7) 教育研究評議会から委任された事項に関すること。 

(8) その他次条第 1項に規定する機構長が必要と認めた事項に関すること。 

(機構長) 

第 4条 機構に、卓越リーダー養成機構長(以下「機構長」という。)を置く。 

2 機構長は、学長が指名する。 

3 機構長は、機構の業務を掌理する。 

4 機構長の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長を指

名する学長の任期の末日以前でなければならない。 

5 機構長が任期の途中で欠けた場合には、後任の機構長の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 

(副機構長) 

第 5条 機構に、副機構長 2名を置く。 

2 副機構長は、機構長が指名する。 

3 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。 

4 副機構長は、それぞれ事業推進担当及び渉外担当とする。 
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5 副機構長の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副機

構長を指名する機構長の任期の末日以前でなければならない。 

6 副機構長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副機構長の任期は、前任者の残任期

間とする。 

(運営委員会) 

第 6条 機構の事業の運営のため、機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置

き、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 第 3条各号に掲げる事業に関する事項 

(2) 教育研究評議会から委任された事項 

(3) その他機構の運営に関する事項 

2 前項第 2号のうち、特任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会(以下

「選考委員会」という。)がこれを行う。 

3 選考委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。 

(委員) 

第 7条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 機構長 

(2) 副機構長 2人 

(3) 農学研究院から選出された教授又は准教授 3人 

(4) 工学研究院から選出された教授又は准教授 3人 

(5) 次長のうちから機構長が指名する者 1人 

(6) その他機構長が必要と認める者 

2 前項第 3号、第 4号及び第 6号に規定する委員の任期は、機構長がその都度定める。 

3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

(委員長) 

第 8条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。 

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 

(副委員長) 

第 9条 運営委員会に副委員長 2名を置き、副機構長をもって充てる。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

(委員以外の者の出席) 

第 10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

(特任教員等) 
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第 11条 機構に、特任教員及び特任研究員等(以下「特任教員等」という。)を置くこと

ができる。 

2 特任教員等は、機構長の命を受け、第 3条各号に掲げる業務を行うものとする。 

 (客員教授及び客員准教授) 

第 12条 機構に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことが

できる。 

2 客員教授等は、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。 

(スマート農業・グローバル教育研究拠点) 

第 13条 本プログラムにおける教育研究推進のため、機構にスマート農業・グローバル

教育研究拠点(以下「拠点」という。)を置く。 

2 拠点に関し必要な事項は、別に定める。 

(新産業創出コンソーシアム) 

第 14条 本プログラムにおける新産業創出推進のため、機構に新産業創出コンソーシア

ム(以下「コンソーシアム」という。)を置く。 

2 コンソーシアムに関し必要な事項は、別に定める。 

(外部評価委員会) 

第 15条 本プログラムの点検・評価を行うため、機構に外部評価委員会を置く。 

2 外部評価委員会は、次の各号に掲げる事項について、点検・評価を行う。 

(1) 本プログラムの運営に関する事項 

(2) 本プログラムの事業計画に関する事項 

(3) 本プログラムの教育プログラムに関する事項 

(4) その他外部評価委員会が必要と認める事項 

3 外部評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（各地区の運営組織） 

第 16条 本プログラムの円滑な運営のため、府中地区及び小金井地区に運営組織(以下

「運営組織」という。)を置く。 

2 運営組織について必要な事項は、別に定める。 

 (事務) 

第 17条 機構に関する事務は、関係部局の協力を得て学務課教育支援室が処理する。 

(雑則) 

第 18条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 


